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平成24年金融商品取引法等改正に伴う「上場有価証券の発行者の会社情

報の適時開示等に関する規則」等の一部改正について 
 

 

平素は、当取引所の市場運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、当取引所は、「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」等の一部

改正を行い、平成25年９月６日から施行しますので、ご通知申し上げます。 

（詳細は、規則改正新旧対照表を名証のホームページ（http://www.nse.or.jp）に掲載してお

りますのでご覧ください。） 

今回の改正は、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」（平成24年法律第86号）等に基づ

き改正される「金融商品取引法施行令」（以下「施行令」という。）において、発行者以外の者

が行う公開買付け等に係る内部者取引規制上の公表措置として、金融商品取引所による公衆縦覧

を利用した公開買付け等事実の公表方法が認められることから、公開買付者等である上場会社以

外の者の要請により、被買付企業等である上場会社が当取引所へ公開買付け等事実を通知するこ

とにより公表を行う場合についても、ＴＤｎｅｔ（適時開示情報伝達システム）により行う旨を

規定するなど「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」等の一部改正を行

うものです。 

改正の概要は、下記のとおりです。 

 

記 

 

１．改正概要 

(1) 施行令における発行者以外の者が行う公開買付け等に係る公表措

置の見直しに伴う対応 

被買付企業又は親会社である上場会社が、公開買付者等である

上場会社以外の者の要請に基づき、当取引所へ通知することによ

り当該公開買付け等事実を公表する場合は、ＴＤｎｅｔにより行

うこととします。また、この場合においては、上場会社が会社情

報の開示を行う場合と同様、当取引所への説明義務等を課すこと

とします。 

 

(2) 「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」（以下「内閣布

令」という。）における子会社に関する重要事実の軽微基準の見直

しに伴う対応 

（備   考） 

 

 

・上場有価証券の発行者

の会社情報の適時開示

等に関する規則第14条

第７項等 

 

 

 

 

 

 



上場会社の子会社等が業務提携を行う又は解消する場合であっ

て、業務提携の相手方が当該子会社等の株式を取得する又は取得

している場合の適時開示上の軽微基準について、その取得価額が

連結純資産額と連結資本金額とのいずれか少なくない金額の10％

未満であることを基準とします。 

 

 (3) その他 

現行の内閣府令の文言に合わせたるための改正を行います。 

・上場有価証券の発行者

の会社情報の適時開示

等に関する規則の取扱

い２(1)ｈ(a)イ等 

 

 

２．施 行 日 

平成25年９月６日から施行します。 

 

以  上 


